
教育委員会（８月定例会）会議録 

 

１ 開催期日 平成２９年８月８日（木） １３時３０分 開会 

 

２ 場  所 中央公民館視聴覚室 

 

３ 本日の会議に出席した委員の氏名は次のとおりである。 

・ 教育長     宮内 浩二郎 

・ 委  員     黒木 敏行 

・ 委 員     今村 一枝 

 

４ 本日の会議に説明等のために出席した職員の氏名は次のとおりである。 

 ・ 教育課長    渡具知 実 

 ・ 教育課長補佐  恒吉 正昭、西山 雄治、山田 正人（記録） 

 ・ 教育課職員   永吉  雅彦、戸髙 志織、原田 誠 

            

５ 前回の会議録の承認   黒木敏行委員（７月定例会） 

             今村一枝委員（７月臨時会） 

 

６ 会議録署名委員の氏名 黒木敏行委員 

 

７ 行事報告  ７月行事 

 

８ 本日の会議に付議した事件は次のとおりである。 

 （可・否・続・同） 議案第１２号 要保護・準要保護児童生徒の認定について 

 （可・否・続・同） 議案第１３号 三股町文化賞等選考審査会委員の選定について 

  

 

★ 委員協議 

① 複式学級のあり方について 

 

★ 報告 

① 生徒指導状況報告について 

② 教職員の交通事故・交通違反に対する措置について 

③ 宮崎県中学校総合体育大会の結果について 

④ 三股町小学校水泳記録会の結果について 

⑤ 三股町立学校ＩＣＴ設備リプレース進捗について 

 

  ★  その他 

 

９ 行事予定   ８月行事 

 

10 閉 会 

※ 次回定例会 

期日：平成２９年９月４日（月） １３：３０～１５：００ 

場所：中央公民館第３研修室 



教育長 

 

 

 

教育長 

黒木委員 

教育長 

今村一枝委員 

教育長 

 

 

渡具知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

西山 

 

 

 

教育長 

戸髙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいさつ 

今村博美委員と屋敷委員が所用のため欠席との報告を受けている。 

国内・海外派遣において、天候の影響で変更が生じた。国内派遣は２日延び、海外派遣は出

発を１日遅らせた。国内派遣は、船を利用して帰ってきた。 

前回の会議録の承認は屋敷委員だったが黒木委員に変更。 

承認する。 

７月臨時会の会議録の承認を今村一枝委員へ。 

承認する。 

次回会議録署名委員に黒木委員を指名 

 

【行事報告】 

7 月行事について報告  

１日  ・自主文化事業 『ふしぎの森のヤーヤー』 公演。(287 人が参加) 

３日 ・学校訪問（計画訪問）で、梶山小学校を訪問。 

４日 ・教育委員会 7 月定例会を宮村小で開催。 

   ・宮村小でウガンダ交流会を視察。（8/26 にテレビ放映） 

６日 ・戯曲講座開講式を開催。（6 人参加） 

７日  ・第 1 回みまたん霧島パノラマまらそん実行委員会を開催。 

14 日 ・幼保小中連携推進協議会による文科省講演会を開催。 

18 日 ・教育委員会臨時会を開催。 

20 日 ・教育委員会連合会総会が開催。 

25 日 ・三股町小学校水泳大会が三股西小で開催 

28 日 ・三股町 PTA 協議会第１回教育問題懇話会が開催。 

30 日 ・国外派遣団員の出発。（29 日予定を 1 日延期） 

   ・自治公民館対抗ソフトボール大会を開催。 

行事内容について何か意見を求める。 

パノラマまらそんのコースを見直すよう警察から指導があり、検討している。 

先日警察に見直し案を提示したが、承認されなかった。現在、新たな案を検討中。 

 

【付議事件】 

議案第 12 号「要保護・準要保護児童生徒の認定について」の説明を求める。 

今回は、事務局審査では判断しかねる案件があり、その案件についての判断をお願いしたい。

また、その案件に起因する、判定基準の改定を起案したので併せて審議していただきたい。 

（資料に基づいて説明。…１件） 

【本件】 

  父親からの DV によって、子どもと妻（母親）は家賃 55,000円の貸家に居住。（別居） 

子どもと妻（母親）には、家庭裁判所から保護命令が出ている。（離婚調停中） 

  要保護・準要保護の支給基準では、家賃が 44,001円以上 55,000円以下の場合、3カ月

認めることとしている。（条件付認定） 

  DV避難で緊急対応であったことを考慮すると、3ヶ月の期限付き認定では短すぎるので

はないかという意見が事務局審査で発露されたため、委員会審議をお願いしたい。 

【事務局見直し案】 

  ＤＶ等の特別な事情においては、新たな基準を設ける。 

  条件付き認定期間を 6 ヶ月または 12 ヶ月に裁定可能とするなど、弾力的に期間を延長

したい。 

  ただし、ＤＶ等の特別な事情を考慮する場合は、例えば DV であれば、家庭裁判所から

の保護命令、もしくは警察からの証明等が出ていることを条件とする。 
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※審議は長時間かつ多岐にわたったが、個人情報を多く含む内容となるため、当該会議録で

は割愛する。 

 

【審議結果】 

  本件は、3カ月の条件付き認定とする。 

  事務局見直し案については継続審議とする。だだし、特別な事情の案件（ＤＶ等を含む）

を含み、事務局で判断基準他を新たに検討した後、次回以降の委員会に示した際に再度審

議するものとする。 

 

議案第１３号「三股町文化賞等選考審査会委員の選定について」の説明を求める。 

三股町文化賞等選考審査会委員名簿（案）を示し、昨年度との違いと審査会の内容について

説明。 

議案第１３号について質問はないか。 

町外の人もいるようだ。 

大学、南部教育事務所の関係者を入れた。 

昨年度から変更した。審査の雰囲気が大きく変わった。 

議案第１３号について承認を求め、承認される。 

 

【委員協議】 

「① 複式学級のあり方について」は、委員が２名欠席していることなどから、次回に持ち越

したい。 

 

【報告】 

「① 生徒指導状況について」の説明を求める。 

資料に基づき説明。 

不登校：小学校７人、中学校２５人 。  

いじめ・暴力行為はない。 

非行については、窃盗が１件。 

学級がうまく機能していない状況は無し。 

関係機関に虐待として通告した件については１件。経過を観察中である。 

「② 教職員の交通事故・交通違反に対する措置について」の説明を求める。 

資料に基づいて説明。被害者のため処分はなし。 

前後しますが、「④ 三股町小学校水泳記録会の結果について」の説明を求める。 

資料に基づいて説明。各種目の成績等について説明。 

昔は、飛び込みによるスタートがあり、その記録が記載されているものがある。現在は、飛

び込みは禁止し、下からのスタートであることから、飛び込みの有無を調査している。 

「③ 宮崎県中学校総合体育大会の結果について」の説明を求める。 

資料に基づいて説明。各種目の成績等について説明。 

中学校軟式野球は、九州大会で優勝。 

「⑤ 三股町立学校ＩＣＴ設備リプレース進捗について」の説明を求める。 

資料に基づいて説明。 

第 1 期調達は過程に問題もなく、スケジュールどおりに調達できた。 

第 2・3 期調達は過程に若干問題があったが、なんとかスケジュールに間に合うよう調整でき

た。 

結果として三股町の学校全 7 校に対し、教職員の校務用兼教育用として、150 台のタブレッ

ト PC を導入し、その活用の環境として無線 LAN を各教室に整備した。 

直近の教育活用としては、無線LAN を通してタブレットPC画面を大型TVに投影するほか、

今年度中に電子出欠簿を運用開始したい。 



教育長 

恒吉 

 

 

教育長 

黒木委員 

恒吉 

 

教育長 

渡具知 

 

教員のタブレット研修は、夏休み期間に実施するよう計画してほしい。 

初期操作研修については、導入業者の調達契約の範疇であるので、業者および学校側と調整

して実施する。活用研修については、教育研究所と調整のうえ計画するほか、平成 29 年度 9

月補正予算にて要求し、年内に実施したい。 

質問はないか。 

ＩＣＴ導入について事務局ではどんな点を強化しようとしているのか。 

学校におけるＩＣＴ資源の管理と活用について強化する予定である。 

【行事予定】 

行事予定について説明を求める。 

８月行事予定について説明。 

次回の定例会は、９月４日（月） １３時３０分から 中央公民館第３研修室で開催 

【閉会】（１５時３５分） 

 

 教育長 教育委員 

会議録署名者   

 


